
大阪市東住吉区こどもサポートネット事業事務取扱要領 

 

 東住吉区における大阪市こどもサポートネットは、区長会議こども・教育部会の作成

するマニュアルに基づき実施するものとする。 

 

附 則 

この要領は、令和 7 年 9 月 8 日から施行する。 


